
 平成２１年度児童・生徒の学力向上を図るための全体計画  
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・日本国憲法 

・教育基本法 

・学校教育法 

・学習指導要領 

・東京都教育委員会目標 

・狛江市教育委員会目標 

・地域や学校の実態 

・保護者の願い 

・教師の願い 

・生徒の希望 

・地域の期待 

学校経営方針 

【基礎・基本の確実な定着を図る】 

・生徒の実態に即した学習内容の精選  ・指導方法や指導形態の改善  ・指導と評価の一体化

各教科の指導の重点 

○生徒の興味・関心を高め、自ら学

ぶ態度や創造性の基礎を培うため

に基礎的・基本的な内容を確実に習

得させる。 

○ＴＴや少人数制による授業では、

個に応じた指導の充実に努める。 

○思考力、判断力、表現力を育成す

るため、言語活動（対話・記録・要

約・説明・発表・討論・解説・論述・

鑑賞など）の充実を図る。 

○家庭学習の習慣化を図る。 

総合的な学習の時間の指導の重点 

○体験学習・課題発見学習・生き方

学習を通して生きる力を育成する。 

○職場体験をはじめとした、体験的

な活動の学習内容のまとめや発表

を通して、表現能力の育成を図る。 

道徳教育の指導の重点 

○生命尊重の精神と社会貢献の精

神の育成を図る。 

○規範意識については、生徒の実態

を常に考慮して、公徳心を中心とし

た社会生活上のルールやモラルな

どの基本的な倫理観を定着させ、実

践的態度の育成を図る。 

○調和のとれた豊かな人間性を育

み、互いを認め合い共に生きていく

態度を身につけさせる。 

特別活動の指導の重点 

○校外学習等の体験的な活動を通

して、集団や社会の一員としての自

覚を深め社会生活上のルールの尊

重や責任感を高める。 

○自主・自律の精神を養う。 

○社会貢献の精神を培う。

本校における｢確かな学力｣ 

進路指導の重点 

○キャリア教育の視点に立った職業観・勤労観の育成を

図り、生徒が自らの生き方について考えていくことがで

きるような能力や態度を育成する。 

○自己の個性や適性を理解し、主体的に適切な進路を選

択する能力や態度を育成する。 

生活指導の重点 

○正しい判断に基づいた、自主的・自律的な節度ある生

活態度を身に付けさせる。 

○健康安全に対する理解を深めさせ、日常生活の中での

習慣化を図る。 

○自己有用感を大切にし、心豊かな人間性をはぐくむ。

指導内容･ 

指導方法の工夫 

・各教科の学習状況に応

じた基礎・基本の習得、 

・わかる授業の推進。 

・「授業改善推進プラン」

に基づく授業の実施・指

導法の改善。 

・数学・英語の少人数制

授業、３年の数学と理科

と保健体育のＴＴでの

授業による個に応じた

指導の充実。 

 

教育課程編成上の 

工夫・学習環境の整備

・二学期制の導入による授

業時数の確保。 

・開校記念日に授業を実

施。 

・国語・数学・英語の選択

教科における習熟度別学

習の充実。 

・夏季休業中の補充学習に

よる基礎・基本の定着。 

校内における 

研究や研修の工夫

・評価についての共通理解

を図るための研修の実施。

・評価データを確実に処理

するためのＰＣ研修の実

施。 

・道徳授業地区公開講座に

向けた研修を通した授業

の工夫・改善。 

・学習指導要領に関する研

修を通して、指導内容の確

認及び指導方法の工夫・改

善。 

評価の工夫 

・学習指導と評価の一体化

を図るため、計画→指導→

評価→改善を繰り返す中

での指導法の工夫・改善。

・評価場面・評価方法の工

夫・改善。 

家庭や 

地域社会との連携の工夫

・学校だより・学年だよ

り・ホームページによる情

報発信と公開授業の実施。

・生徒、保護者アンケート

による授業の改善。 

・地域の教育力を活かした

「総合的な学習の時間」の

推進。 

・家庭学習の習慣化への協

力依頼。 

本校の学力向上に向けた具体的な取組 

学校教育目標 

互いを認め合い共に生きていることを意識し、感動する心をもち、

未来への夢や目標に向かい、強い意志で自らを律しつつ、その実現に

努めるとともに、正義感や公正さを重んじ、たくましく生き抜く力を

身に付けた生徒の育成を図るために次の目標を定める。 

○ 相互敬愛    ○ 自主自立   ○ 意志と実践 

【実施の主体となる校内組織】 

・運営委員会（校長・副校長・教務主任・生活指導主任・進路指導主任・保健主任・特別支援学級主任・各学年主任・事務主事） 

・実施計画の作成・実施・評価・改善    

本校では学習指導要領に示された基礎・基

本を重視し、次の力の育成に努める。 

 

◇「生きる力」を育むための土台となる基

礎・基本である知識・技能と自ら学ぶ意

欲や学び方・思考力・判断力・表現力。 

◇男女の敬愛・自然愛護・正義感や道徳心

などの倫理観。 

◇課題発見能力や課題解決能力・創造性。 


